
Essential Educational Points for Schools in Yamanashi Prefecture
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確かか山学の山育

＜山山重重＞  

学習指導要領の趣旨を踏まえた、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実

し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善及び評価に取り組み、新しい時

代に必要となる資質・能力の育成に努める。 

見取りの視点 (授業改善)資質・能力の育成に向けた学習者を主体とした授業改善の取組 
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確かか山学の山育

＜山山重重＞  

学習指導要領の趣旨を踏まえた、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実

し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善及び評価に取り組み、新しい時

代に必要となる資質・能力の育成に努める。 

見取りの視点 (授業改善) 「主体的に学習に取り組む態度」の育成を目指した授業改善の取組 

(ＩＣＴ) 各教科の本質を踏まえ、資質・能力の向上のためにＩＣＴの特徴を生かした授業の取組 
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確かか山学の山育

見取りの視点 （幼児期から小学校への接続）「架け橋期のカリキュラム」に基づき、幼児期の

育ち・学びを踏まえたスタートカリキュラムを実施し、評価・改善を図る取組 

(教科担任制) 小学校高学年における教科担任制実施に向けた取組 

＜山山重重＞  

学習指導要領の趣旨を踏まえた、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実

し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善及び評価に取り組み、新しい時

代に必要となる資質・能力の育成に努める。 
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豊かか心の山育

＜山山重重＞  

豊かな心の育成を目指し、校種を越えた連携や学校の教育活動全体を通じた取組を

推進し、いじめを許さない集団づくりと安心できる環境づくり及び不登校児童生徒一人

ひとりに対応した切れ目のない組織的な支援に努める。 

積極的な生徒指導の取組 ⇒ 学校・学級の中で、一人ひとりの存在や思いが大切にされる

環境の設定。← 人権尊重の理念に基づく教育活動 
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豊かか心の山育

＜山山重重＞  

豊かな心の育成を目指し、校種を越えた連携や学校の教育活動全体を通じた取組を

推進し、いじめを許さない集団づくりと安心できる環境づくり及び不登校児童生徒一人

ひとりに対応した切れ目のない組織的な支援に努める。 

見取りの視点  いじめ防止や不登校支援に関する研修の実施状況、「学校いじめ防止基本

方針」の確認・見直し、「GIGAワークブックやまなし」の活用状況に関する調査の実施等 
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健やかか体の山育

＜山山重重＞   

 学校の教育活動全体を通じて、自ら運動を実践する態度を育成し、体力向上を図り、食

育並びに心身の健康の保持増進及び安全に関する指導を相互に関連させながら、望ま

しい生活習慣の形成に努める。

見取りの視点 ○全国体力・運動能力、運動習慣等調査における新体力テスト及び質問紙調査の結果 

          ○一校一実践運動を全校体制で「見える化」した取組となる工夫 
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健やかか体の山育

＜山山重重＞   

 学校の教育活動全体を通じて、自ら運動を実践する態度を育成し、体力向上を図り、食

育並びに心身の健康の保持増進及び安全に関する指導を相互に関連させながら、望ま

しい生活習慣の形成に努める。

要確認事項 ○食育推進一校一実践等の取組を通して、教職員の連携・協働による食に関する指導

に係る全体計画の作成 

○カリキュラム・マネジメントの確立による系統的・体系的な安全教育の推進 
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地地や世世で活活ででで人人の山育

＜山山重重＞  

地域の特色を生かした学習活動を通して、郷土への理解を深めることができるようにするとと

もに、児童生徒一人ひとりがグローバルな視点を持ち、社会的・職業的自立に向け、将来に必要

な基盤となる能力や態度の育成に努める。 

情報提供 「いきいき教育地域人材活用推進事業」の講師選定については、令和５年度より

「当該教育事務所の域内、または学校所在地の隣接する市町村に居住する者を原則」とする

予定（※アンダーラインが変更点） 
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特特特特山山の推推

＜山山重重＞   

特別支援教育に関する専門性の向上を図り、多様な学びの場（通常の学級・通級による指

導・特別支援学級・特別支援学校） における教育の充実に努める。 

通常の学級における取組 ⇒ 全ての児童生徒にとって「安心して過ごせる集団づくり」、 

「分かりやすい授業づくり」を図る 



やまなしスタンダード

●授業づくりの７つの視点 

①授業の始めに児童生徒に授業のめあて（目標）を示している 

②話し合い、討論、発表などの言語活動を効果的に取り入れている 

③児童生徒は、他の人の話や発表に耳を傾けている 

④児童生徒は、ノートをとっている 

⑤活用・探究など、学んだことを別の場面で使うようにしている 

⑥授業や単元の終わりに、児童生徒がめあて（目標）を達成して 

いるかを評価している 

⑦家庭学習（宿題や課題）と授業が、有機的に結びついている 

●家庭学習のすすめ 

①学びの大切さを知る 

②学びの計画を立てる 

③学んだことを伝える 

④学びの土台をつくる 

⑤疑問をもつ 

⑥学びをいかす 

⑦体力をつける 

⑧望ましい生活習慣を身につける 

学びの甲斐善八か条

令和５年度 

山梨県学校教育指導重点 

山梨県教育庁義務教育課 

【表紙写真：提供】 

北杜市立小淵沢中学校（右上） 

甲州市立塩山南小学校（左下） 

公益財団法人やまなし観光推進機構（左上・右下）


